
令和４年かすみがうら市教育委員会１月定例会 会議次第 

 

日時  令和４年１月２６日（水） 

午前９時～ 

場所  あじさい館 研修室２ 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 教育長報告 

 

４ 議題 

（１）議案第１号 かすみがうら市教育振興基本計画の策定について 

 

５ その他 

 

６ 閉会  
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令和４年かすみがうら市教育委員会１月定例会 会議録 

 

１ 開催日時  令和４年１月２６日（水）   開会 午前 ９時００分 

閉会 午前 ９時４３分 

 

２ 開催場所  あじさい館 研修室２ 

 

３ 出席委員  教育長  大 山 隆 雄 

委員   田 澤 高 保（教育長職務代理者） 

委員   中 島 和 彦 

委員   坂 本 雅 子 

委員   梶 本   梓 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 委員以外の出席者 

教育部長     田 﨑 守 一 

学校教育課長    岩 井 雄一郎 

生涯学習課長    齋 藤   明 

スポーツ振興課長    齋 藤 裕 之 

教育指導室長    奥 沢 哲 也 

学校教育課 課長補佐   中 村 基 紀（書記） 

学校教育課 総務担当   永 谷   恵（書記） 

 

６ 議題 

（１）議案第１号 かすみがうら市教育振興基本計画の策定について 

 

７ その他 

 

８ 傍聴者   なし 

 

９ 会議の大要  

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 開会 午前９時００分 

 

 

起立、礼、着席。 

それでは、これより教育委員会を開催したいと思いますので、教育長、

よろしくお願いいたします。 
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教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、本日は、４名の委員さんが出席されておりますので、会議は

成立いたします。 

これより、令和４年かすみがうら市教育委員会１月定例会を開催いたし

ます。 

最初に、事前に送付いたしました１２月定例会の会議録の訂正内容につ

いて、この場で確認させていただきたいと思いますので、訂正等がござい

ましたら、お願いいたします。 

 

（「特になし」の声あり） 

 

特にございませんか。 

それでは、こちらを決定稿とさせていただき、教育委員会のホームペー

ジへ掲載させていただきます。 

続きまして、「教育長報告」について、私から、ご報告させていただきま

す。 

 

（資料に基づき１～２月の教育長動静について報告） 

 

ただいまの報告について、何かご質問等がございましたらお願いいたし

ます。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

特にございませんか。 

無いようでしたら、議事に入ります。 

議案第１号「かすみがうら市教育振興基本計画の策定について」を議題

といたします。 

事務局、学校教育課より、説明をお願いいたします。 

 

資料の３ページをお願いいたします。 

議案第１号「かすみがうら市教育振興基本計画の策定について」、令和

４年１月２６日提出、かすみがうら市教育委員会教育長名でございます。 

標記の件について、標記の件について、教育基本法第１７条第２項に基

づき、別紙のとおり策定したく、教育委員会の議決を求めるものです。 

別紙１をお願いします。１１月定例教育委員会での説明と重複する点も

ございますが、ご了承願います。 

今年度（令和３年度）をもって、現行の教育振興基本計画が期間を終了

しますことから、資料２ページ目の下の表にありますように、来年度、令

和４年度か８年度までの５年間の期間において第４期のかすみがうら市

教育振興基本計画を策定するものであります。 

この計画策定にあたりましては、－－職務代理者をはじめ、各教育部門

の代表者や学識経験者で構成される策定委員会において、昨年度（令和２

年度）からアンケート調査や会議、協議を重ねて参りました。 

計画の内容についてご説明いたします。資料３２ページ目、ローマ数字

Ⅲの教育施策の大綱から説明いたしますが、この大綱につきましては、こ

の後開催を予定しております総合教育会議にて最終決定となるものであ

ります。これまでも策定委員会で内容を協議し、教育振興基本計画の元と

なるものですので、併せて説明いたします。『１．教育の基本理念』におい

て市全体の理念を「ともに学び 地域に活かす 未来を拓く ひとづく
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教 育 長 

 

 

り」とし、学校教育の目標「人間性豊かで、よりよい生き方を求める子ど

もの育成を図る」と、生涯学習の目標「自分を磨き、より豊かな人生の実

現を目指す市民の学びを促進する」につきましても、現行のものをそのま

ま継承しております。３４ページからの『２．教育施策の基本方向』につ

きましては、先ほどの目標に合わせ、学校教育と生涯学習の２本立てとし

ております。 

詳しくは、別紙２の概要版でご説明いたします。 

１ページ目をお願いします。計画の策定方針をお示ししております。「計

画策定の趣旨」から「計画の位置づけ」、「計画期間」、そして「策定方針」

としています。 

次の２ページ、３ページにつきましては、先ほど現行計画を継承してい

るとご説明しました『基本理念』と、２本立ての『目標』となっておりま

す。２ページ目が“学校教育の目標”、３ページ目が“生涯学習の目標”

で、それぞれのリード文については、現行計画のものをベースとしながら

も、「コロナ禍」や「Society5.0」、「SDGs」などにも触れながら、昨今の社

会情勢等を踏まえた内容としております。なお、市議会の文教厚生委員会

にて、「SDGs」や「Society5.0」については、言葉の意味を明記すべきとの

ご意見がありましたことから、このページの下段に、アイコンと説明を標

記してございます。 

続いて、８ページをお願いします。『施策の体系』となりますが、大枠と

なる、基本方向の１と２のもとに基本施策が、さらにその下にそれぞれの

具体的施策を設けております。 

この具体的施策の概要については、手前の４ページから７ページでお示

しをしております。内容につきましては、現行計画のものをベースに、必

要に応じて継承や追加等をしながら、計画本体の方でも調整を図っており

ます。追加した一例を申し上げますと、８ページの、基本方向１の１の（２）

の「地域に根ざした小中一貫教育の推進」や、同じく基本方向１の４の（１）

の「ＩＣＴを活用した学びの充実」については、昨今の社会情勢や現状等、

ＧＩＧＡスクール構想を踏まえて、特出しの形としております。 

続きまして別紙３の意見公募、パブリックコメントの結果についてご報

告いたします。 

資料上段の表をお願いします。この計画（案）は、１２月５日発行の「広

報誌」やホームページ等で手続実施にかかります事前の予告を行い、手続

き自体は、令和３年１２月２１日から翌年１月５日までの期間で実施をい

たしました。 

結果でございますが、下の表のとおり１件のご意見をいただいておりま

す。内容といたしましては、別紙１計画（案）本体では７２ページ、中段

以降の（２）学習機会の提供と生涯学習団体への支援①多様な生涯学習機

会の提供での、三つ目の項目中「大人大学」と、次の項目中「高齢者大学」

の講座や講演等を高レベルにとのご意見でございます。 

元の資料別紙３へ戻っていただき、一番下の対応でございますが、これ

らの事業内容を検討する上で、このご意見を踏まえ、計画を立て行く考え

でございます。回答といたしましては、「今後事業を進めるにあたり、本

ご意見を参考とさせていただきます。」ということで策定委員会の会議で

承認をいただいております。 

説明は以上となります。 

 

ただいまの説明について、何かご質問等がございましたらお願いいたし

ます。 
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（「質疑なし」の声あり） 

 

質疑が無いようですので、議案第１号については、原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１号については、原案のとおり可決されました。 

以上で、本日の付議案件の審議は、すべて終了いたしました。 

次に、事業報告及び事業計画の事項に入ります。 

学校教育課より、順次、説明をお願いいたします。 

 

（学校教育課の事業報告及び事業計画について資料に基づき説明） 

 

（生涯学習課の事業報告及び事業計画について資料に基づき説明） 

 

（スポーツ振興課の事業報告及び事業計画について資料に基づき説明） 

 

（学校教育課教育指導室の事業報告及び事業計画について資料に基づ

き説明） 

 

（歴史博物館の事業報告及び事業計画について資料に基づき説明） 

 

（霞ヶ浦中地区公民館の事業報告及び事業計画について資料に基づき

説明） 

 

（千代田中地区公民館の事業報告及び事業計画について資料に基づき

説明） 

 

（下稲吉中地区公民館の事業報告及び事業計画について資料に基づき

説明） 

 

（図書館の事業報告及び事業計画について資料に基づき説明） 

 

ただいまの説明について、何かご質問等がございましたらお願いいたし

ます。 

 

質問ではなく感想になりますが、よろしいでしょうか。 

今のご説明の中で、歴史博物館の古宇田信近・傚太郎の特別展の開催や、

講演会の開催についてのご報告がありましたが、このコロナ禍の中で、い

つ中止になってしまうかわからない状況にあると思います。こういった素

晴らしい業績を上げている郷土の偉人の方がいるということを、若い人や

子ども達が知ることも、郷土への愛情や、その人を目標にしようという思

いに、つながっていくと思います。地元出身の方の中にも、実際に医学部

に通っている、または医学部を目指そうとしている方もたくさんいます。 

こういった記念講演などは、オンラインでの開催や、もしくは実施した

内容を編集した動画を市のホームページからアクセスして見られるよう

にするなどの、そういった計画はないのでしょうか。せっかくの内容です

ので、もったいないなという気がしてしまいます。 
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教 育 長 

 

 

生 涯 学 習 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

ただ今の－－委員からの要望等も含めたご意見について、生涯学習課長

よりお願いします。 

 

先ほどお話いただいたようなオンラインでの開催等については、今のと

ころまだ考えてはおりません。 

ただ、歴史博物館では毎年１冊ずつ、郷土の偉人ということで、漫画の

本を作っております。かすみがうら市にはこういう人がいるという内容で

す。今回の展示に係る人物についてもおそらく候補になってはいますが、

毎年１冊のペースなので作成される順番は未定です。冊子は小学校全員に

配布していまして、今回の内容もいずれ漫画にはなると思います。 

直近での話になりますと、やはり漫画冊子になるまでには時間がかかっ

てしまいますので、オンラインというのが一番いいのかなと思いますが、

いまのところはまだ考えてはいません。ただ今後は講演会の様子などをオ

ンラインで見られるように考えていくしかないと思いますので、今後検討

させていただきたいと思います。 

 

ありがとうございました。 

これだけ事業計画等でもＩＣＴ化に触れておりますし、様々な会議等も

オンラインで普通に行っているという時代の変化がありますので、ご検討

いただくのもいいかなと思います。 

 

時代の流れも踏まえると、オンラインや動画配信などで流すことを先々

考えていくことも、市民の郷土教育として大切なことと思いますので、前

向きに検討をしていただきたいと思います。 

それでは、その他にご質問等ありましたらお願いします。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

続いて、その他の事項に移ります。 

その他報告事項等、又は質問等がありましたら、お願いいたします。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

その他、特になければ、次回定例会の日程を決めたいと思います。 

次回の教育委員会２月定例会は、令和４年２月２２日（火曜日）午前９

時から、あじさい館研修室２で行いたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

それでは、そのようにいたします。 

以上で、本日の教育委員会１月定例会を閉会いたします。 

お忙しい中、ご審議、誠にありがとうございました。 

 

起立、礼。 

 

 

閉会 午前 ９時４３分 
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10 議決事項  議案第１号について可決 

 

 


